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平成19年10月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
九
・
財
政
課
）
…
…
１

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
六
十
九
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
号
中
「
部
長
」
の
下
に
「
又
は
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
」
を
加
え

る
。第

八
条
の
二
第
一
項
本
文
中
「
部
長
」
の
下
に
「
、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
」

を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
地
域
振
興
局
長
の
」
の
下
に
「
、
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー
専
決
事
項
に
あ
つ
て
は
部
長
の
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
並

び
に
部
長
」
の
下
に
「
、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
」
を
加
え
、
同
号
の
表
に
備
考

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
　
チ
ー
ム
を
置
く
部
に
あ
つ
て
は
、
当
該
チ
ー
ム
が
所
掌
す
る
事

務
に
係
る
（一）
及
び
（三）
か
ら
（七）
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

「
部
長
共
通
専
決
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
専
決
事

項
」
と
す
る
。

第
八
条
の
二
第
七
項
の
表
東
京
事
務
所
の
項
中
「
総
務
企
画
課
長
」
を

「
企
画
政
策
課
長
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
第
四
項
の
表
中
「
東
京
事
務
所
総
務
企
画
課
長
」
を
「
東
京

事
務
所
企
画
政
策
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
表
東
京
事
務
所
の
項
中
「
総
務
企
画
課
長
」
を
「
企
画
政
策

課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
号
の
表
東
京
事
務
所
の
項
中
「
総
務
企
画
課
総
務
班
長
」

を
「
企
画
政
策
課
総
務
班
長
」
に
、
「
東
京
事
務
所
総
務
企
画
課
長
」
を

「
東
京
事
務
所
企
画
政
策
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
表
東
京
事
務
所

の
項
中
「
総
務
企
画
課
長
」
を
「
企
画
政
策
課
長
」
に
改
め
る
。

「

「

別
表
第
一
学
術
国
際
部
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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則

医ク
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ト
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ー
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リ
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